
■西条市庁舎
　　TEL0897－56－5151

■東予総合支所
　　TEL0898－64－2700

■丹原総合支所
　　TEL0898－68－7300

■小松総合支所
　　TEL0898－72－2111

市役所への
お問い合わせ先

　

心
身
に
障
害
の
あ
る
児
童
の
福

祉
の
増
進
を
図
る
た
め
、
児
童
を

監
護
す
る
父
親
か
母
親
、
養
育
者

に
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

■
支
給
要
件

○
児
童
が
障
害
を
受
給
事
由
と
す

る
公
的
年
金
を
受
け
て
い
な
い

こ
と

○
法
律
で
定
め
る
程
度
の
状
態
に

あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を
監
護

し
て
い
る
父
母
ま
た
は
養
育
者

で
あ
る
こ
と

○
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に

入
所
し
て
い
な
い
こ
と

○
監
護
す
る
人
の
所
得
が
限
度
額

を
超
え
て
い
な
い
こ
と

■
支
給
額

○
障
害
の
程
度
が
１
級
の
場
合　

　

月
額
４
万
９
９
０
０
円

○
障
害
の
程
度
が
２
級
の
場
合

　

月
額
３
万
３
２
３
０
円

■
現
況
届

　

手
当
受
給
中
は
、
年
１
回
の
所

得
状
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

■
申
請
先

○
市
庁
舎
新
館
２
階

　

社
会
福
祉
課　

障
害
者
福
祉
係

℡
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
１
４

FAX
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
９
４

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

福
祉
係
（
東
予
）

　

市
民
福
祉
係
（
丹
原
・
小
松
）

　

次
の
要
件
を
満
た
し
、
嘱
託
医

が
特
別
障
害
者
（
児
）
と
認
め
る

方
に
、
特
別
障
害
者
手
当
な
ど
を

支
給
し
ま
す
。

【
特
別
障
害
者
手
当
】

■
対
象
者　

法
律
で
定
め
る
程
度

の
状
態
で
あ
り
、
日
常
生
活
に
お

い
て
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
20

歳
以
上
の
者　

■
支
給
要
件

○
自
宅
で
療
養
し
て
い
る
こ
と

○
施
設
に
入
所
、
ま
た
は
入
院
し

て
い
な
い
こ
と

○
所
得
が
限
度
額
を
超
え
て
い
な

い
こ
と

■
支
給
額
　

　

月
額
２
万
６
０
０
０
円

【
障
害
児
福
祉
手
当
】

■
対
象
者　

法
律
で
定
め
る
程
度

の
状
態
で
あ
り
、
日
常
生
活
に
お

い
て
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
20

歳
未
満
の
者　

■
支
給
要
件

○
障
害
年
金
等
を
受
け
て
い
な
い

こ
と

○
施
設
に
入
所
し
て
い
な
い
こ
と

○
所
得
が
限
度
額
を
超
え
て
い
な

い
こ
と

■
支
給
額　

　

月
額
１
万
４
１
４
０
円 

【
問
合
せ
】

○
市
庁
舎
新
館
２
階

　

社
会
福
祉
課　

障
害
者
福
祉
係

℡
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
１
４

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

福
祉
係
（
東
予
）

　

市
民
福
祉
係
（
丹
原
・
小
松
）

　

原
爆
死
没
者
な
ら
び
に
戦
争
で

亡
く
な
ら
れ
た
数
多
く
の
方
々
の

ご
冥
福
と
世
界
恒
久
平
和
を
祈
念

し
て
、
１
分
間
の
黙
と
う
が
次
の

日
時
で
捧
げ
ら
れ
ま
す
。

　

皆
さ
ん
も
、
家
庭
や
職
場
な
ど

に
お
い
て
、
黙
と
う
を
お
願
い
し

ま
す
。

○
広
島
平
和
記
念
日

　

８
月
６
日
㈬　

８
時
15
分

○
な
が
さ
き
平
和
の
日

　

８
月
９
日
㈯　

11
時
２
分

○
戦
没
者
を
追
悼
し
平
和
を
祈
念

す
る
日

　

８
月
15
日
㈮　

正
午

平
和
記
念
日
・
終
戦
記
念
日
に

黙
と
う
を

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給

特
別
障
害
者
手
当
の
支
給

20
日
㈬　

国
民
健
康
保
険
税
第
１

期
分
、
固
定
資
産
税
第
２
期
分

の
督
促
状
の
発
送

９
月
１
日
㈪　

国
民
健
康
保
険
税

第
２
期
分
、
市
県
民
税
第
２
期

分
の
納
期
限

※
督
促
状
１
通
に
つ
き
100
円
の
督

促
手
数
料
を
い
た
だ
き
ま
す
。

※
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方
は
、

納
期
限
日
の
残
高
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

８
月
の
市
税
ご
よ
み

ようこそ市長室・移動市長室へ
　市長が、市民の皆さんの声を直接お聞きします。皆さんのご参加をお待ちしています。

■対　象　等　市内各地域で活動するグループ、団体など（１グループ当たり30分から１時間程度）

■日時・場所　○８月20日㈬　９時～　本庁　　　　　　○８月20日㈬　13時30分～　丹原総合支所
　　　　　　　○８月21日㈭　９時～　東予総合支所　　○８月21日㈭　14時30分～　小松総合支所
■参 加 方 法　各開催日の10日前までに、本庁広報広聴課または、参加を希望される各総合支所総務課へ

　　　　　　　申し込みが必要です。各場所３団体程度を予定。申し込み多数の場合は先着順。

■申　込　先　○市庁舎新館１階広報広聴課　広聴係　TEL0897－52－1493

　　　　　　　○各総合支所　総務課　総務調整係　※電話番号は、同ページ上段
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